
 

 みやぎ農山漁村交流促進事業補助金交付要綱（平成３０年４月２日施行）の一部を次のように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

第 1から第６まで（略） 

 

（交付の決定） 

第７ 知事は，補助金の交付決定に当たっては，事業内容を書面により審査するものとする。 
 

 

第８から第１０まで （略） 

 

（書類の提出先） 

第１１ この要綱により，知事に提出する書類の提出部数は１部とし，宮城県農政部農山漁村なりわい

課に提出するものとする。 

 

第１２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 から第６まで 変更無し 

 

（交付の決定） 

第７ 知事は，補助金の交付決定に当たっては，あらかじめ事業内容を書面審査するものとし，その審

査内容及び審査機関については，別に定める。 

 

第８から第１０まで （略） 

 

（書類の提出先） 

第１１ この要綱により，知事に提出する書類の提出部数は１部とし，宮城県農林水産部農村振興課に

提出するものとする。 

 

第１２ （略） 



改正後（新） 改正前（旧） 



改正後（新） 改正前（旧） 



改正後（新） 改正前（旧） 



改正後（新） 改正前（旧） 

 附 則 
１ この要綱は，平成３１年４月１日から施行し，平成３１年度予算に係る補助金に適用する。 
２ この要綱は，平成３１年度から平成３２年度までの各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助金にも適用する。 
３ 農山漁村絆づくり事業補助金交付要綱を廃止する。 


